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モバイル市場における過度な利益提供や⾏き過ぎた囲い込み⾏為に対する規制

規律対象の事業者が⾃社の利⽤者（乗り換えて新たに⾃社の利⽤者になることを
含む）と通信サービスや端末購⼊等の契約を締結する際のルールを法・省令・
運⽤ガイドラインで規定。

１．規律対象の役務（＝移動電気通信役務）
携帯電話サービスと全国BWAサービス
（スマートフォン、フィーチャーフォン、モバイルルータ、タブレット等に対するサービス）

ただし、以下のサービスについては規律対象外。
① 卸電気通信役務
② 法人に対して契約約款によらず別段の合意に基づき提供する役務
③ 特定地点以外での利⽤を制限して提供されるサービス（据置型Wi-Fiサービス等)
④ 特定の⽤途に対応するため機能が限定的で拡張性がない

移動端末設備向けサービス（通信モジュール向けサービス）

２．規律対象の事業者
① MNO4社 ② MNO4社の特定関係法人
③ 規律対象サービスの契約数シェアが４％を超える独⽴系MVNO 

（2025年12月現在、該当なし）

３．規律対象の⾏為
（１）利益提供（通信サービスの継続利⽤を条件とした/に応じた利益提供を含む。価格は税抜）

① 端末の購⼊等（レンタル含む）や新規契約（乗換え含む）を条件とした
•通信料⾦割引は原則禁⽌
•通信料⾦割引以外の利益提供については
→継続利⽤を条件とする場合は⼀律禁⽌
→継続利⽤を条件としない場合は上限を設定
 端末販売時（新規契約時を含む）︓原則４万円（端末価格等に応じて上限が変動）
 端末販売せずSIMのみ新規契約︓２万円

② ①を条件としない場合、契約継続期間に応じた利益提供に上限
→6か月を超える場合︓1か月分の料⾦/年、6か月以内の場合︓ 1か月分の料⾦/月

（２）契約の解除を不当に妨げる⾏為
• 規律対象サービスの解約時の違約⾦は上限1000円
• 契約で拘束できる期間は2年まで 等

2019年以前のモバイル市場 規律の導⼊︓電気通信事業法第27条の３

２．人気端末の購⼊や乗換えに対する
過度な利益提供を通じて、利⽤者を誘因
（例︓⾼額なキャッシュバック、0円端末 等）

３．通信契約により、
獲得した利⽤者を過度に囲い込む
（例︓⾼額な違約⾦、「2年/4年縛り」 等）

1．「同⼀サービス同⼀料⾦」ではないため、
利⽤者が料⾦プランを正確に理解できず、
通信サービスを比較しにくい。
（例︓端末購⼊の有無や端末の種類によって、

通信料⾦割引の有無や程度が異なる 等）
 利⽤者は、料⾦プランを正確に理解できないため、自ら

のニーズに沿って合理的な選択をすることができない。
 端末の購⼊や買い替えを頻繁に⾏う⼀部の者のみが恩

恵を受けており、利⽤者間の不公平が存在する。

弊
害

 通信料⾦の収⼊を原資として過度に割引等する競争慣
⾏が続くと、通信料⾦が⾼⽌まりしたままとなる。

 資⾦調達⼒がなく同様の販売⼿法をとることができない
新規参⼊者やMVNOが不利（事業者間の競争が縮減）。

弊
害

 利⽤者に乗換えを躊躇させることで、事業者間の競争が
縮減する。

弊
害

SIMのみ新規契約につ
いてはガイドラインで規律

1

※ ①〜③の販売代理店も規律の対象







【参考】 27条の３の規律対象事業者

・NTTドコモビジネス㈱
・NTTビジネスソリューションズ㈱
・㈱NTTPCコミュニケーションズ
・NTTブロードバンドプラットフォーム㈱
・NTTメディアサプライ㈱
・NTTリミテッド・ジャパン㈱
・㈱ドコモＣＳ

・㈱NTTドコモ

・ジェイコム地域会社（11社）
・㈱ソラコム
・中部テレコミュニケーション㈱
・ビッグローブ㈱

・ＫＤＤＩ㈱
・沖縄セルラー電話㈱
・ＵＱコミュニケーションズ㈱

・ソフトバンク㈱

・楽天コミュニケーションズ㈱・楽天モバイル㈱

ＭＮＯ
ＭＶＮＯ

全ての事業者 全ての事業者 移動電気通信役務の
契約数シェアが4%を超える者
（2023年に0.7%→4%に⾒直し）

MNOの特定関係法人 その他

該当する
事業者なし
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【参考】 端末販売時の利益提供額の上限ルール （2025年現在） 8

全て税抜表⽰

利益提供の主な類型
• 端末代⾦の値引き
• キャッシュバック、ポイント、商品券等の経済的利益
• 他のサービス・商品の割引や無償提供
• 市場価格を超える額での買取

端末販売時の利益提供の上限額（原則4万円）の根拠
「平均的な利⽤者1人あたりの通信料収⼊から得られる利益」の額を条件として設定
MNO３社のARPU平均 × MNO３社の営業利益率の平均 × 携帯端末の平均使⽤期間 ＝ 約4万円

4137円/月
（2020年〜2022年の平均）

18.9%
（2020年〜2022年の平均）

53.2か月
（2020年〜2022年の平均）





通信市場・端末市場の主な動向
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出典︓事業者からの報告※構成⽐は小数点以下第2位を四捨五⼊しているため、合計しても必ずしも100とはならない。

【詳細】 スマートフォンの価格帯別売上台数の構成比（MNO４者）

2024年度2023年度2022年度2021年度2020年度
（３Q、４Q）価格帯

合計売上台数の構成⽐合計売上台数の構成⽐合計売上台数の構成⽐合計売上台数の構成⽐合計売上台数の構成⽐

⾼価格帯
47.7%

13.3%

⾼価格帯
45.3%

10.6%

⾼価格帯
38.2%

7.1%

⾼価格帯
27.2%

1.6%

⾼価格帯
21.1%

0.6%16万〜

5.1%5.7%6.6%4.6%2.7%14〜16万未満

13.6%17.4%12.2%5.5%7.7%12〜14万未満

15.7%11.6%12.3%15.6%10.1%10〜12万未満

中価格帯
28.0%

5.5%

中価格帯
29.2%

2.5%

中価格帯
35.1%

5.0%

中価格帯
39.6%

13.4%

中価格帯
44.4%

16.7%８〜10万未満

15.6%16.5%16.5%5.3%6.4%６〜８万未満

6.9%10.2%13.6%20.9%21.2%４〜６万未満

低価格帯
24.3%

19.4%
低価格帯
25.4%

20.9%
低価格帯
26.7%

23.9%
低価格帯
33.2%

27.3%
低価格帯
34.5%

31.9%２〜４万未満

4.8%4.5%2.9%5.9%2.6%〜２万未満
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● 【詳細】 価格帯別 スマートフォン売上台数 構成比（MNO４者）
















